
陳 情 文 書 表 

平２９陳情第２９号 平成２９年１１月１４日受理 

件  名 私学助成の拡充のため国に意見書の提出を求める陳情 

 

陳 情 者 

 

横浜市中区桜木町３－９ 横浜平和と労働会館４階 

神奈川私学助成をすすめる会 

代表 長谷川 正利 

陳 情 の 要 旨 

現在、高校生の３割を超える生徒が私立高校に通い、幼児教育、大学教

育においてはその８割が私立学校に通っており、私立学校は公教育の場と

して大きな役割を果たしています。しかし、その教育条件等の整備の多く

は保護者の学費負担に任されています。 

平成２２年度から始まり、平成２６年度に加算支給額及び対象世帯を拡

大した高等学校等就学支援金制度と、同年度から実施された高校生等奨学

給付金事業により学費の公私間格差は一定程度是正されました。さらに、

平成２９年度から、国は私立小中学校等に通う児童・生徒に対する授業料

補助制度として、私立小中学校等修学支援実証事業補助金を新設しました。 

しかし、私立高校の学費は高等学校等就学支援金分を差し引いても、全

国平均で年額初年度納付金６０万円、入学金を除いて４４万円と高額な負

担が残ります。また、都道府県の授業料減免制度の差により、居住する場

所によって学費負担に大きな格差が出る学費の自治体間格差も存在してい

ます。この格差をなくしていくためには、国の高等学校等就学支援金制度

の拡充が強く求められます。 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国の教育への公的支出の割合を比べ

ても、日本は下位に低迷しています。平成２９年度は「高等学校等就学支

援金の支給に関する法律」の平成２５年度の附帯決議に基づいて就学支援

金制度の見直しが行われています。 

未来を担う子供たちのために教育予算を増額し、私立学校に通う生徒・

保護者の学費負担が軽減されるよう、私立高校生への就学支援金を拡充さ

せる議論が求められます。同時に、私学教育本来の良さを一層発揮させる

教育条件の維持・向上を図るため、高等学校等就学支援金制度及び私立高

等学校等経常費助成費補助金の大幅拡充は当然の方向であり、強く求めら

れるところです。 

私たちは、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいて、私



 

学助成の一層の充実を図るように、次の事項について、地方自治法第９９

条に基づき、国に対し意見書を提出していただきたく陳情いたします。 

 

 陳情事項 

公私の学費格差をさらに改善し、全ての子供たちに学ぶ権利を保障する

ため、私学助成の一層の増額を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


